
〇運賃の割引について 〇次の方は乗車料金が免除となります

　　・小学生及び義務教育学校前期課程の児童以下については50％割引きします。 　　・無料乗車券を交付されている方

　　・精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けている方及びその介護人については50％割引きします。 　　・小学生以上の同伴者と同乗する未就学児

　　・定期乗車券（1ヶ月分）は通勤利用の方は35％割引き。通学利用の方は50％割引きします。 　　・重度心身障碍者に対するバス乗車証明書を交付されている方

　　・定期乗車券（3ヶ月分）は、定期券（1ヶ月分）を3倍した額から5％割引きします。 　　・本町に在住する満65歳以上の方

　　・定期乗車券（6ヶ月分）は、定期券（1ヶ月分）を6倍した額から10％割引きします。 　　※それぞれ証明書等の提示が必要となります。

　　・回数券（11回券）は1回分無料です。

　　※定期券や回数券をお求めの方は湧別町役場住民税務課までご連絡下さい。

〇ご注意ください。

　　・バス停留所以外で乗車の際は、運転手にバスへ乗車することがわかるように手を挙げるなどして下さい。

　　・駆け込み乗車などは大変危険ですので時間に余裕を持ってお越し下さい。

　　・乗降の際は、周囲に気をつけて乗り降りして下さい。

　　・市街地や危険箇所を除きフリー乗降となっておりますので、乗車の際に降車場所を運転手にお伝え下さい。

　　・道路を横断するときは安全確認を忘れずに。


